
令和６年度　函館市における高齢者虐待対応状況

１．養護者による高齢者虐待の状況

（１）相談・通報件数及び虐待を受けたと判断した件数

※対全道比率：全道の当該件数に占める函館市の当該件数の割合（参考値：全道の６５歳以上に占める，函館市の当該人口の割合　5.3％）

※対全国比率：全国の当該件数に占める全道の当該件数の割合（参考値：全国の６５歳以上に占める，北海道の当該人口の割合　4.7％）

3.2% 315 1.8% 35,774 17,281令和２年度 28 2.5% 10 3.2% 1,127

1,056 2.9% 321 2.0% 36,774 16,426

2.6% 373 2.2% 38,291 16,669

令和３年度 43 4.1% 19 5.9%

373 2.2% 40,386 17,100

令和４年度 66 6.6% 42 11.3% 1,007

2.2% 41,814 17,133

令和５年度 142 12.8% 56 15.0% 1,111 2.8%

件数 対全国比率(%)

令和６年度 135 11.9% 47 12.3% 1,131 2.7% 382

件数 対全道比率(%) 件数 対全道比率(%) 件数 対全国比率(%)

函館市 全道 全国

相談・通報件数 事実が認められた件数 相談・通報件数 事実が認められた件数
相談・通報件数 事実が認められた件数

※「養護者」とは高齢者の世話をしている家族，親族，同居人等，現に高齢者を養護するものであって要介護施設従事者等以外の者
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（２）相談・通報者内訳（複数回答有）

※「職務上知り得たもの」は，介護支援専門員，介護保険事業所職員，市町村職員，民生委員，警察職員等。

※「その他」は，近隣住民や匿名者などからの通報等。

（３）虐待の種別・類型（複数回答有）

※複数回答のため，合計は虐待者人数を上回る。

14.2 28.0 0.3 10.7 100.0

100.0

全国 11,167 3,370 6,660 65 2,540 23,802 17,091 46.9

380 48.9 15.3 20.2 0.0 15.5

0.0 14.3 100.0

全道 239 75 99 0 76 489

7 49 42 59.2 18.4 8.2

令和４年度

函館市 29 9 4 0

46.8 14.0 27.5 0.3 11.4 100.0

16.4 100.0

全国 11,362 3,393 6,680 66 2,773 24,274 17,455

487 378 49.1 12.7 21.4 0.4

9.5 0.0 25.4 100.0

全道 239 62 104 2 80

0 16 63 57 54.0 11.1

14.3 27.0 0.3 11.9 100.0

令和５年度

函館市 34 7 6

100.0

全国 11,203 3,441 6,496 69 2,857 24,066 17,472 46.6

383 44.4 18.1 21.4 0.2 15.9

0.0 25.0 100.0

全道 220 90 106 1 79 496

12 48 47 45.8 22.9 6.3

令和６年度

函館市 22 11 3 0

身体的

虐待

介護等

放棄

心理的

虐待

性的

虐待

経済的

虐待
合計

人数（人） 構成割合（％）

身体的

虐待

介護等

放棄

心理的

虐待

性的

虐待

経済的

虐待

合計

(累計)

合計

(人数)

40,678 5.6 7.5 75.3 11.7 100.0

4.3 7.1 80.2 8.4 100.0

全国 2,275 3,035 30,615 4,753

10.1 69.6 18.8 100.0

全道 46 76 859 90 1,071

12.3 105.3

令和４年度

函館市 1 7 48 13 69 1.4

100.0

全国 2,327 3,209 32,326 4,988 40,678 5.7 7.9 79.5

132 1,156 2.9 6.7 79.1 11.4

145 6.2 11.7 57.2 24.8 100.0

令和５年度

函館市 9 17 83 36

全道 33 77 914

44,107 5.3 7.1 76.1 11.6 100.0

5.6 7.4 78.0 9.0 100.0

全国 2,321 3,114 33,576 5,096

10.1 54.7 26.6 100.0

全道 67 89 940 109 1,205

その他 合計

令和６年度

函館市 12 14 76 37 139 8.6

職務上知

り得た者
その他 合計 本人

家族

親族

職務上知

り得た者

人数（人） 構成割合（％）

本人
家族

親族

本人
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介護保険事
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民生委員

行政職員

警察

職務上

知り得た者

相談・通報者内訳（令和６年度 函館市）
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２．養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況

（１）相談・通報件数及び虐待の事実が認められた件数

※対全道比率：全道の当該件数に占める函館市の当該件数の割合

※対全国比率：全国の当該件数に占める全道の当該件数の割合

3.6% 14 2.4% 2,097 595令和２年度 6 7.9% 3 21.4% 76

77 3.2% 28 3.8% 2,390 739

4.4% 33 3.9% 2,795 856

令和３年度 8 10.4% 3 10.7%

令和４年度 12 9.7% 5 15.2% 124

121 3.5% 52 4.6% 3,441 1,123

4.0% 47 3.9% 3,633 1,220

令和５年度 15 12.4% 8 15.4%

令和６年度 26 17.8% 9 19.1% 146

相談・通報件数 事実が認められた件数
件数 対全道比率(%) 件数 対全道比率(%) 件数 対全国比率(%) 件数 対全国比率(%)

函館市 全道 全国

相談・通報件数 事実が認められた件数 相談・通報件数 事実が認められた件数

※「養介護施設従事者等」とは下記施設または事業に従事する者

・老人福祉法に規定する老人福祉施設（地域密着型施設も含む），有料老人ホーム，老人居宅生活支援事業

・介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設，介護老人福祉施設，介護老人保健施設，介護療養型医療施設・介護医療院

地域包括支援センター，居宅サービス事業，地域密着型サービス事業，居宅介護支援事業，介護予防サービス事業，地域密着型介護予防サービス事業，

介護予防支援事業

0

5

10

15

20

25

30

令和６年度令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度

函館市

事実が認められた件数 相談・通報件数

0

20

40

60

80

100

120

140

160

令和６年度令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度

全道

事実が認められた件数 相談・通報件数

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

令和６年度令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度

全国

事実が認められた件数 相談・通報件数

3



（２）相談・通報者内訳（複数回答有）

※「その他」は，施設・事業所の管理者，介護支援専門員，元施設職員など。

（３）虐待の種別・類型（複数回答有）

※ 「身体的虐待」：高齢者の身体に外傷が生じ，または生じるおそれのある暴行を加えること。

「介護等放棄」：高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放棄等，養護を怠ること。

「心理的虐待」：高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な反応，その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

「性的虐待」：高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

「経済的虐待」：高齢者の財産を不当に処分することその他の当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

3.2 100.01,704 1,406 47.5 19.1 27.2 2.9全国 810 326 464 49 55

23.8 2.8 14.0 55.9 3.5 100.0

0.0 100.0

全道 34 4 20 80 5 143 128

4 4 75.0 25.0 0.0 0.0

2.3 15.3 100.0

令和４年度

函館市 3 1 0 0 0

424 2,774 2,335 43.2 18.8 20.5

7.4 25.9 0.9 17.6 100.0

全国 1198 521 568 63

100.0

全道 52 8 28 1 19 108 97 48.1

24 37.0 11.1 14.8 0.0 37.0

8.7 100.0

令和５年度

函館市 10 3 4 0 10 27

2,656 2,248 43.3 21.7 23.4 2.9全国 1149 577 622 76 232

40.9 26.1 18.2 2.3 12.5 100.0

0.0 100.0

全道 36 23 16 2 11 88 79

34 31 32.4 52.9 11.8 2.9

性的

虐待

経済的

虐待
合計

令和６年度

函館市 11 18 4 1 0

経済的

虐待

合計

(累計)

合計

(人数)

身体的

虐待

介護等

放棄

心理的

虐待

人数（人） 構成割合（％）

身体的

虐待

介護等

放棄

心理的

虐待

性的

虐待

3,166 1.7 15.5 27.6 55.3 100.0

2.3 9.1 28.8 59.8 100.0

全国 53 490 873 1,750

7.1 14.3 78.6 100.0

全道 3 12 38 79 132

54.1 100.0

令和４年度

函館市 0 1 2 11 14 0.0

100.0

全国 76 595 1,125 2,121 3,917 1.9 15.2 28.7

86 132 0.8 12.9 21.2 65.2

19 0.0 5.3 10.5 84.2 100.0

令和５年度

函館市 0 1 2 16

全道 1 17 28

4,079 2.5 14.6 27.4 55.5 100.0

1.7 10.3 30.9 57.1 100.0

全国 102 596 1,119 2,262

12.9 25.8 61.3 100.0

全道 3 18 54 100 175

その他 合計

令和６年度

函館市 0 4 8 19 31 0.0

当該施

設職員
その他 合計 本人

家族

親族

当該施

設職員

人数（人） 構成割合（％）

本人
家族

親族
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（４）虐待が認められた施設・事業所の種別

6 20 856221 20 18 38 30 32

2 2 0 0 33

全国 274 90 5 102

5

全道 8 3 0 3 10 1 2 2

0 0 1 1 0 0

13 1,123

令和４年度

函館市 0 1 0 0 1 1

25 15 44 35 40 9全国 352 114 5 156 315

0 4 1 3 0 52

0 8

全道 11 3 0 11 15 3 1

1 1 0 0 0 0

6 19 1,220

令和５年度

函館市 1 1 0 1 3

346 35 21 45 49 48

3 3 1 1 47

全国 352 108 10 181

9

全道 14 4 1 6 13 1 0 0

0 0 1 1 0 0

その他 合計

令和６年度

函館市 5 0 0 0 2 0
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